
【声明】非婚要件を是認した大阪高裁の決定について 
 

　2025年9月25日、大阪高等裁判所は、婚姻しているトランスジェンダー女性による法的な性別
変更の申立てを棄却しました。Tネットはこの決定に抗議するとともに、婚姻しているトランスジェ
ンダーの人びとについて、法的な性別変更の道が開かれるよう求めます。 

　性同一性障害特例法は、法的な性別変更を認める要件の１つとして「現に婚姻していないこと」

を定めています（以下「非婚要件」）。​
　しかし、戸籍の登録上は「異性婚」の夫婦であって、その一方が性別を移行しているというカッ

プルは少なからずいます。そうした状況にある当事者は、法的な性別変更のために離婚するか、

婚姻を続けるために性別変更を諦めるかという、二者択一を強いられています。​
　今回の決定において、大阪高裁は、非婚要件は異性間の婚姻のみを認めている現在の婚姻

秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づき設けられたものであり、憲法に違反するものと

はいえないと判断して、婚姻している当事者の法的な性別変更の申し立てを棄却しました。 

　この決定には、以下のような問題が含まれます。​
・現時点で、全国5つの高裁が、同性間の婚姻を認めない現行の婚姻秩序を違憲と判断していま
す。今回の決定はこの点については検討を行わず、現行の婚姻秩序を維持することを前提に申

立てを棄却しました。​
・今回の決定では、法的な性別変更をした人が変更後の性で異性と婚姻することは可能である

ため、婚姻の自由が制約されているとは言えず、したがって、この非婚要件と、2020年に最高裁
で違憲と判断された生殖不能要件とでは、権利などの侵害の程度が異なると判断しています。し

かし、この論理には、すでに婚姻して家族関係にある二人がその解消を迫られるという苦痛や困

難が考慮されていません。 

　これらの点から、Tネットは、今回の決定を不当なものと考えます。性的少数者が家族との絆を
育み維持することを認めない現行の婚姻秩序の妥当性について判断を避け、当事者の権利より

も、現行秩序のもとでの非婚要件の合理性を優先する判断がなされたことは、遺憾と言わざるを

得ません。 

　非婚要件のほかにも、性同一性障害特例法には「未成年の子がいない」ということを求める要

件もあり、トランスジェンダーの人びとが家族を営むことに対して制約を課し続けています。​
　Ｔネットは、それらの要件の一刻も早い撤廃を求めるとともに、戸籍上の同性であっても婚姻が

認められるような、法制度の整備を求めます。加えて、これらの要件を理由として法的な性別変

更を阻まれてきた当事者がより広く救済されるよう、全国の家庭裁判所において、柔軟かつ踏み

込んだ判断が下されることを求めます。（参考【声明】法的な性別変更について） 
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